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  別姓最高裁判決少数意見に見る女性差別撤廃条約     

日時  ４月 28日（木） １８時 30分～    【Ｚｏｏｍ】 

講師 川眞田嘉壽子（国際女性の地位協会編集委員長） 

主催 女性差別撤廃条約実現アクション（ミニ学習会） 
 

         憲法記念講演会               

日時  ５月３日（木） １３時 30分～    【会場とオンライン】 

講師 三浦まり（上智大学教授・政治学） 

   鈴木秀美（慶応義塾大学教授・憲法） 

主催  全国憲法研究会    会場 日本大学法学部大講堂 
 

 女性の権利を国際基準に いまこそ変えよう！東京     

日時  ５月８日（日） １４時～16 時          【会場】 

登壇 山下泰子（国際女性の地位協会共同代表・文京学院大学名誉教授）） 

   浅倉むつ子（女性差別撤廃条約実現アクション共同代表・早大名誉教授） 

会場 文京区男女平等センター  

主催 女性差別撤廃条約実現アクション東京 
 

  ひとりひとりの当たり前を実現できる社会へ         

日時  ５月 14日（土）13 時 30分～ 

【Ｚｏｏｍウェビナーによるオンライン配信】 

講師 小玉重夫（東京大学大学院教育学研究科・教授） 

主催 市川房枝記念会女性と政治セミナー 
 

 

 
環境をテーマにした 第 9 回グリーンイメージ 
国際環境映像祭 審査員特別賞受賞上映会 

ドキュメンタリー映画 

     失われた春 シイタケの教え                   
日時 5月 7 日（土）13 時 50分  

(福島のシイタケ農家の苦悩) 

会場 立川市女性総合センター  主催 実行委員会 

生活企画ジェフリー会員の皆様 

2022 年（第 19 回）総会は昨年同

様、書面議決で行いました。ご協

力いただきありがとうございま

した。2022年度もよろしくお願い

致します。 

 

 
生活企画ジェフリーが申請していた事業名「3.11プロジェクトーラジオでつながろう」が 

2022年度西東京市 NPO等企画提案事業に採択されました。  

生活企画ジェフリーは「3.11 を忘れない」をテーマに、多くの皆様のご支援のもと、 

交流会、上映会、講座・学習会、冊子発刊「紙面で交流」等、様々な事業を実施してまいりまし 

たが、コロナ感染を考慮し、今年度は新たにラジオでの発信に挑戦し、「声で交流」します。 

 
ＦＭ西東京（84.2）から、心にひびくあったか～いお話をお届けしたいと思います。 
 

詳細は、次号以降、順次お伝えしてまいりますので、ご期待ください。 

 ラジオ番組づくり 頑張ります！ 
 

 

生誕 100年―寂聴さんとキーンさんを偲ぶ           

  ～2人の素顔と残した言葉～             
日時  ５月 19 日（木）14時 【オンライン講座】 

            ニュース深堀り② 

講師 篠ケ瀬祐司（東京新聞編集局デスク長） 

   生島章弘（東京新聞政治部官邸キャップ）  

主催 東京新聞 
 

 CSW66（国連女性の地位委員会）報告会          

日時  ５月 19 日（木）１９時～ 【オンライン】 

登壇 田中由美子（CSW日本代表／城西国際大教授） 

    鈴木千鶴子（国連ＮＧＯ国内女性委員会） 

国連日本政府代表部共催サイドイベント 

主催 JAWW（日本女性監視機構）／ 
城西国際大学大学院女性学専攻 

 

 

            オンライン会議・講演会（zoom）に参加しました 

■家庭内暴力（DV）や性被害、貧困など様々な困難を抱える女性への支援を強化する新法

「困難な問題を抱える女性支援法」が衆院本会議で全会一致で可決成立。女性の人権尊重

や福祉の増進を目的に掲げ、66 年前にできた売春防止法を根拠にした枠組みを根本的に改

める。超党派の議員がまとめた議員立法で、主に2024年4月から施行される。新法は都道府

県に対し「女性相談支援センター」の設置を義務づける。（朝日新聞、2022.5.20） 

■政府は、労働者の男女間賃金格差を解消していくため、早急に女性活躍推進法の制度改

正を実施し、今年 7 月に施行する。301 人以上を常時雇用する企業などを対象に男女の賃

金差の公表を義務づける方針。2021 年の賃金の平均額は男性は 33.7 万円、女性は 25.3 万

円で、女性は男性の 75％程度の水準にとどまり、日本は世界に後れを取ってきた。 
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